
四日市市病院管理規程第４号 

 市立四日市病院事業会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和４年３月１日 

 

四日市市病院事業管理者 金城 昌明 

 

  市立四日市病院事業会計規程の一部を改正する規程 

 

 市立四日市病院事業会計規程（平成１７年病院管理規程第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

（総括事務） （総括事務） 

第９２条 経営企画課長は、予算の編

成、執行及び統制に関する事務を総括

する。 

第９２条 総務課長は、予算の編成、執

行及び統制に関する事務を総括する。 

（予算編成方針の通知） （予算編成方針の通知） 

第９３条 経営企画課長は、翌事業年度

の予算編成方針について管理者の決裁

を受け、必要な資料を添えてこれを主

管課長に通知するものとする。 

第９３条 総務課長は、翌事業年度の予

算編成方針について管理者の決裁を受

け、必要な資料を添えてこれを主管課

長に通知するものとする。 

（予算要求の提出） （予算要求の提出） 

第９４条 主管課長は、前条の予算編成

方針に基づいて、その所管に係る予算

について予算要求書を作成し、参考資

料を添えて指定のあった日までに経営

企画課長に提出するものとする。 

第９４条 主管課長は、前条の予算編成

方針に基づいて、その所管に係る予算

について予算要求書を作成し、参考資

料を添えて指定のあった日までに総務

課長に提出するものとする。 

（予算原案等の提出） （予算原案等の提出） 

第９５条 経営企画課長は、前条の予算

要求書を審査し、総合調整の上、予算

の原案を作成し、次に掲げる予算に関

第９５条 総務課長は、前条の予算要求

書を審査し、総合調整の上、予算の原

案を作成し、次に掲げる予算に関する



する説明書を添えて管理者に提出する

ものとする。 

説明書を添えて管理者に提出するもの

とする。 

(1)から(6)まで (略) (1)から(6)まで (略) 

２ (略) ２ (略) 

（総括事務） （総括事務） 

第１０１条 経営企画課長は、決算に関

する事務を総括する。 

第１０１条 総務課長は、決算に関する

事務を総括する。 

（決算整理） （決算整理） 

第１０２条 経営企画課長は、次に掲げ

る事項について、毎事業年度経過後速

やかに振替伝票により決算整理を行う

ものとする。 

第１０２条 総務課長は、次に掲げる事

項について、毎事業年度経過後速やか

に振替伝票により決算整理を行うもの

とする。 

(1)から(7)まで (略) (1)から(7)まで (略) 

（帳簿の締切り） （帳簿の締切り） 

第１０３条 経営企画課長は、前条の規

定により決算整理を行った後、各帳簿

の勘定の締切りをするものとする。 

第１０３条 総務課長は、前条の規定に

より決算整理を行った後、各帳簿の勘

定の締切りをするものとする。 

（決算報告書等の提出） （決算報告書等の提出） 

第１０４条 経営企画課長は、毎事業年

度経過後、次に掲げる書類を作成し、

５月２０日までに管理者に提出するも

のとする。 

第１０４条 総務課長は、毎事業年度経

過後、次に掲げる書類を作成し、５月

２０日までに管理者に提出するものと

する。 

(1)から(12)まで (略) (1)から(12)まで (略) 

２ (略) ２ (略) 

（計理状況の報告） （計理状況の報告） 

第１０５条 経営企画課長は、毎月末を

もって月次試算表及び資金予定表を作

成し、事務長の決裁を受けるものとす

る。この場合において、管理者は、当

該月次試算表及び資金予定表を翌月２

０日までに市長に提出するものとす

る。 

第１０５条 総務課長は、毎月末をもっ

て月次試算表及び資金予定表を作成

し、事務長の決裁を受けるものとす

る。この場合において、管理者は、当

該月次試算表及び資金予定表を翌月２

０日までに市長に提出するものとす

る。 



   附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 


